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【現行のボランティア等による交通安全活動】 

かがわ交通安全パートナーシップ 

【制度の趣旨】 

交通事故のない安全で快適な社会を実現するため、県警察と県民（企業等団体）が相互の理解と 
協力のもと交通安全活動を推進しようとするもの。 

【活動の主体】 

● かがわ交通安全パートナーズ  
⇒県内に所在する官公署、事業所、学校、自治体等 
（地域の交通安全活動、旧：自転車通行マナーアップモデル事業所、 
自転車通行マナーアップモデルスクール、事業所等セーフティリーダー車 

運動） 
 

● かがわセーフティリーダーズ   
⇒県内に居住、または県内の事業所等に所属する自動車及び原付の 
運転者（旧：一般セーフティリーダー車） 
 

● かがわスマートサイクリスト    
⇒県内に居住、または県内事業所等に所属する自転車の運転者 
（旧：スマートサイクリスト（個人） 

【団体】  

【個人：自動車・原付ドライバー】   

【個人：自転車ドライバー】 

セーフティリーダー車 
運動 

●一般セーフティリーダー車 

●事業所等セーフティリーダー車 

かがわ 
スマートサイクリスト運動 

●スマートサイクリスト（個人） 

●自転車通行マナーアップ 

モデル事業所 

モデルスクール 

（団体） 

地域の交通安全活動 

●社会貢献活動  

●広報啓発活動  

●指導教育活動 等 

現行の交通安全活動（交通安全行動の実践＋社会貢献活動等）を継続しつつ、 

 個々に協議 

事務手続きの一本化 

✤団体の所在地、名称及び取組について県警ＨＰで紹介 


